
行政改革大綱に係る取組の推進にあたり、行政改革推進本部において毎年度、進捗管理を
行います。
また、行政改革の実効性を高めるとともに、開かれた行政改革を推進するため、行政改革
推進委員会により進捗状況を監視するとともに、推進委員会の評価・提言を尊重し、効果の
ある行政改革を推進します。

行政改革大綱の推進体制

行政改革大綱の推進体制と進捗管理

行政改革推進本部
《市長を本部長とした部長級以上の職員》
・行政改革に係る重要事項の検討・決定

行政改革ヒアリング
《企画政策部長、企画政策部参事、経営企画課長、財政課長、
経営企画課担当》
・第３次愛西市行政改革大綱における個別取組事項の進捗管理

行政改革推進本部幹事会
《副市長、総務部長、企画政策部長、企画政策部参事、総務
課長、経営企画課長、財政課長、人事課長》

・行政改革に係る重要事項の協議

庁内での検討

行政改革推進委員会

報告 意見

第３次愛西市行政改革大綱に係る協議体制

担当課
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見直し指示

ヒアリング
ヒアリング結果報告

協議結果報告 検討・指示

①

②

③

④


